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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＯコントローラを介して、１つ又は２つ以上のポート・インタフェースからコンピュ
ータ・システムの内部回路へ流れるデータ・フローを制御する方法であって、
　前記ＩＯコントローラの所要構成を決定するステップと、
　１つ又は２つ以上の記述子リストを処理できるように前記ＩＯコントローラを再プログ
ラムするステップと、
　１つ又は２つ以上の仮想コントローラの付加又は抹消を反映するように前記ＩＯコント
ローラの構成を変更するステップであって、前記変更は残りの１つ又は２つ以上の仮想コ
ントローラの各々を介してデータ・フローを再配分することを特徴とする、ステップと、
　前記ＩＯコントローラを再枚挙するステップと、
　前記ＩＯコントローラ及び前記１つ又は２つ以上の仮想コントローラのそれぞれに対応
する記述子を処理するステップとを含み、
　ポート・インターフェースは、最大帯域幅を支持し、
　前記１つ又は２つ以上の仮想コントローラは、前記再枚挙の過程において、発見され、
起動され、前記ポート・インターフェースによって支持される前記最大帯域幅を提供する
ことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　前記ＩＯコントローラの構成を変更するステップとして、前記１つ又は２つ以上の仮想
コントローラの存在を示唆する１つ又は２つ以上の新しい構成記述子を作成することを特
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徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＩＯコントローラへの結線を、所要のルーティング構成となるように再ルートする
ステップをも含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＩＯコントローラの所要構成を決定し、前記コンピュータ・システム中のドライバ
ーによる制御下に、前記ＩＯコントローラの構成を変更することを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記ＩＯコントローラの所要構成を決定し、前記ＩＯコントローラに組込まれたファー
ムウェアによる制御下に、前記ＩＯコントローラの構成を変更することを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＩＯコントローラの所要構成を決定するステップが、前記ＩＯコントローラの既存
構成を、既存の条件に基づいて変更すべきかどうかを判断し、前記既存の条件に基づいて
前記ＩＯコントローラの最適化構成を求めるステップを含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　コンピュータ・システムにおいて、ＩＯコントローラを流れるデータ・フローを制御す
る方法であって、
　１つ又は２つ以上の所定条件が存在すると、再構成モードに入るステップと、
　前記ＩＯコントローラの所要構成を決定するステップと、
　１つ又は２つ以上の記述子リストを処理できるように前記ＩＯコントローラを再プログ
ラムするステップと、
　１つ又は２つ以上の仮想コントローラの付加又は抹消を反映するように前記ＩＯコント
ローラの構成を変更するステップであって、前記変更は残りの１つ又は２つ以上の仮想コ
ントローラの各々を介してデータ・フローを再配分することを特徴とする、ステップと、
　前記ＩＯコントローラを再枚挙するステップと、
　前記ＩＯコントローラ及び前記１つ又は２つ以上の仮想コントローラのそれぞれに対応
する記述子を作成するステップとを含み、
　前記所定条件が、前記ＩＯコントローラを通過するデータ・フローの増減を含むことを
特徴とする前記方法。
【請求項８】
　再構成モードに入る際に、前記コンピュータ・システムと接続しているデバイスの動作
を中断させることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ＩＯコントローラとして使用される集積回路デバイスであって、
　システム・バス・インタフェースと、
　プログラム可能リスト・プロセッサと、
　ポート・ルータと、
から成り、
　前記システム・バス・インタフェース、前記プログラム可能リスト・プロセッサ及び前
記ポート・ルータが機能的に接続され、
　前記ＩＯコントローラは、１つ又は２つ以上の記述子リストを処理し、
　前記ＩＯコントローラは、１つ又は２つ以上の仮想コントローラの付加又は抹消を反映
し、
　前記ＩＯコントローラは、再枚挙され、
　記述子リストは、前記ＩＯコントローラ及び１つ又は２以上の仮想コントローラの各々
について処理され、
　１つ又は２つ以上のポート・インターフェースは、最大帯域幅を支持し、
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　前記１つ又は２つ以上の仮想コントローラは、前記再枚挙の過程において、発見され、
前記１つ又は２つ以上のポート・インターフェースによって支持される前記最大帯域幅を
提供することを特徴とする前記集積回路デバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
この出願は、その開示内容を参考のため本願明細書中に引用した、２０００年１月４日付
Aguilar 外の米国特許出願第　　　　　号”ポート・ルータ”に関連する。この出願は、
その開示内容を、これも参考のため本願明細書中に引用した米国仮出願第６０／１１４，
７７１号、第６０／１１４，７７２号及び第６０／１１４，７６７号に関して優先権を主
張する。
【０００２】
〔発明の分野〕
この出願は半導体デバイス、特に、入／出力(ＩＯ)コントローラに係る。
〔発明の背景〕
ＩＯコントローラは、コンピュータ・オペレーティングシステムとＩＯインタフェースと
を接続する機能を果たす。従来のコンピュータ・オペレーティングシステムの場合、イン
ストラクションを形成する記述子リストをＩＯコントローラが読み取り、これに従ってそ
の仕事を行う。最近のＩＯコントローラは、記述子中に規定されているオペレーションを
読み取り、開始するハードウェア回路を含む。記述子に著しい変動があれば、新しい回路
が必要になり、従って、既存回路が時代遅れのものになる。実際には、新しいオペレーテ
ィングシステムの開発と新しいハードウェアの開発が遅れる事態となる。両者の開発には
、相互の整合性が要求されるからである。
【０００３】
ＩＯコントローラ・インタフェースの演算速度は固定的であるのが普通であり、コントロ
ーラはインタフェースの帯域幅に制限される。別のインタフェースを追加するには、アド
・オン・ボードを追加するか、マザー・ボードを設計し直すことによって、新しいコント
ローラ・インタフェース・デバイスを構成しなければならない。
【０００４】
ＩＯデバイスの帯域幅を増大させる試みがなされているが、そのためにはデバイスのハー
ドウェアを変更する必要があり、帯域幅を動的に加えることは不可能であった。ハードウ
ェアの変更、又はシステムへのハードウェア追加には、再構成経費、追加ハードウェア経
費の他、既存オペレーティングシステムと適合しない可能性など、数多くの問題がある。
さらに、新しいハードウェアの追加はシステムをオフにして行われ、新しいハードウェア
を組込む技術者が必要であり、新しいハードウェアをサポートするためにオペレーティン
グシステムを変更するシステム管理者も必要になるであろう。この方法は困難であり、エ
ラーを伴い易く、コストが大きく、多大の時間を要する設計及び性能強化を必要とする。
【０００５】
従って、記述子の変動に対応することによって、機能を追加し、性能を向上させ、又は前
後両方向のコンパチビリティーを可能にするデバイスの実現が望まれる。さらにまた、シ
ステムの条件に応じて、新しいハードウェアを追加することなく、ＩＯコントローラの新
しいインスタンスを動的に形成することによって追加の帯域幅を提供できるデバイスもの
実現も望まれる。
【０００６】
〔発明の概要〕
本発明の第１の態様においては、ＩＯコントローラによってコンピュータ・システムへの
データ・フローを制御する方法が提供される。この方法は、ＩＯコントローラの所要構成
を求め、１つ又は２つ以上の記述子を処理できるようにＩＯコントローラを再プログラミ
ングし、１つ又は２つ以上の仮想コントローラの追加又は抹消を反映するようにＩＯコン
トローラの構成を変更し、ＩＯコントローラを枚挙し直し、各ＩＯコントローラ及び１つ
又は２つ以上の仮想コントローラごとに、記述子リストを処理することを含む。枚挙し直
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しの過程で１つ又は２つ以上の仮想コントローラが発見され、初期設定され、ＩＯコント
ローラによってサポートされる全帯域幅を提供することができる。
【０００７】
第２の態様においては、本発明は、システム・バス・インタフェース、プログラマブル・
リスト・プロセッサ及びポート・ルータからなる、ＩＯコントローラとして使用する集積
回路デバイスである。この集積回路デバイスは、１つ又は２つ以上の仮想コントローラを
追加又は抹消するための再構成に採用される。仮想コントローラは、集積回路デバイスに
よってサポートされる、実質的な全帯域幅を提供する。
【０００８】
本発明はパーソナル・コンピュータ・システムにおいて利用できるが、例えば、情報機器
、セット・トップ・ボックス、ケ－ブル・モデム、ゲーム・コンソール、スマート・アプ
ライアンス、ハンドヘルド・コンピュータ、手のひらサイズ・コンピュータ、組込制御シ
ステム、ワークステーション、サーバーなどのようなタイプのコンピュート・プラットフ
ォームにも応用できる。
【０００９】
〔発明の詳細な説明〕
本発明はデータ・フロー・プロトコル及び／又は上位システム相互作用に起こる変化に対
応するように、ＩＯデバイスを動的に再構成する装置及び方法を提供する。本発明は、デ
ータ転送のため、オペレーティングシステムが使用できる新しいチャンネルを形成する仮
想コントローラの追加（又は抹消）を可能にする。ＩＯデバイスは、高帯域幅を必要とす
る周辺デバイスのための専用スループットを提供し、複数の低帯域幅デバイスをグルーピ
ングすることによって、データ転送を効率化することができる。本発明は、オペレーティ
ングシステムの変化、システム条件の変化、デバイス中の問題又はバグ、及びデータ・フ
ロー・プロトコルに対応できる新しいオペレーティングプログラムを組込むことを可能に
する。
【００１０】
本発明は、追加内部回路をコンピュート・プラットフォーム（即ち、ＩＯコントローラ）
内に集積する、現実的且つ経済的解決を提供する。ＩＯコントローラは、ＩＯ流れ（バス
、インタフェース、ネットワーク・コネクション）とホスト・コンピュータにおけるオペ
レーティングシステム・トライバーとの間にブリッジを形成する。本発明は、プログラム
化可能性を利用することにより、ブリッジのＩＯ流れとオペレーティングシステム・イン
タフェースとの双方の側の動作を変化させる方法及び装置を提供する。
【００１１】
本発明は、例えば、ＵＳＢ，ＩＥＥＥ－１３９４，Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ，Ｉｎｆ
ｉｎｉｂａｎｄ及びＥｔｈｅｒｎｅｔなどのようなＩＯコントローラに応用できる。本発
明の装置及び方法は、周辺デバイスとコンピュート・プラットフォームとの間のデータ・
フローを増大させることができる。データ・フローを増大させるのにユーザーが干渉する
必要はなく、コンピュート・プラットフオームに複合デバイスを組込むだけでよい。本発
明はパーソナル・コンピュータ・システムに利用できるが、その他のタイプのコンピュー
ト・プラットフォーム、例えば、情報機器、セット・トップ・ボックス、ケ－ブル・モデ
ム、ゲーム・コンソール、スマート・アプライアンス、ハンドヘルド・コンピュータ、手
のひらサイズ・コンピュータ、組込制御システム、ワークステーション、サーバーなどの
ようなタイプのコンピュート・プラットフォームにも応用できる。
【００１２】
本発明のＩＯコントローラはマーケット寿命が長く、バグに対する対策を速やかに練り、
実施することを可能にし、オペレーティングシステムの記述子リストのエラーにも変更に
も適応し、新しいタイプの記述子演算の組込を可能にする。本発明は、広範囲にわたるシ
ステムの諸条件を満たすのに必要な製品数を軽減する。
【００１３】
添付の図面はあくまでも説明のためのものであり、本発明の可能な実施態様を制限するも
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のではない。ポート及びＩＯコントローラの数は個々のシステム又は用途に必要な条件に
応じて異なる。
図１に示す本発明の一実施例では、システム・バス・インタフェース１２０、プログラム
可能なリスト・プロセッサ１１０、及びポート・ルータ１３０を有する、ＩＯコントロー
ラとして使用するための集積回路（ＩＣ）デバイス１００を設ける。システム・バス・イ
ンタフェース１２０、プログラム可能なリスト・プロセッサ１１０及びポート・ルータ１
３０は機能的に接続されている。ポート・ルータ１３０は好ましくは１つ又は２つ以上の
インタフェース・ポート１４０とも接続している。
【００１４】
プログラム可能なリスト・プロセッサ１１０を採用することにより、ＩＯコントローラは
、”シングル・スレッデッド”、即ち、一度に単一の記述子リストだけを実行できる既存
のシステムとは異なり、多重記述子リストを処理するために再プログラム又は再構成する
ことができる。この機能により、本発明のＩＯコントローラは複数の別々のハードウェア
・コントローラと同様に作用することができる。
【００１５】
図４は本発明と併用できるポート・ルータ４００の一実施例を示すブロックダイヤグラム
である。ポート・ルータ４００は、コントローラ・スイッチ４２０、ポート・スイッチ４
４０、及びコントローラ・スイッチ４２０とポート・スイッチ４４０の間の結線４５０か
ら成る。結線４５０はハブ素子４０１を含む。ポート・ルータ４００はポートＡ～Ｄを単
一のコントローラ （コントローラＡ）と接続する。コントローラ・スイッチ４２０、ポ
ート・スイッチ４４０及び結線４５０はそれぞれ固有の可能入出力を有する。ポート・ス
イッチ４４０は固定入力４４１～４４４を有し、それぞれの固定入力はインタフェース・
ポートと接続している。ポート・スイッチ４４０は任意のポートを１つ又は２つ以上のポ
ート・スイッチ出力へルーティングする。ポート・スイッチ４４０はすべてのルーティン
グ素子を支持するのに充分な出力総数を有する。図４の実施例の場合、ポート・スイッチ
４４０はハブ素子４０１のための４個の出力を有する。ハブ素子は、用途に応じたＩＯイ
ンタフェースの条件を満たすものであることが好ましい。各ハブ素子はその入力を組合わ
せ、コントローラ・スイッチ４２０に入力される単一の出力を提供する。ＩＯインタフェ
ースによっては、ハブ素子４０１をブリッジ、コンセントレーター又は物理的インタフェ
ースと呼称する場合がある。ポート・スイッチ４４０をコントローラ・スイッチ４２０に
接続するには、多重ハブ素子を使用すればよい。
【００１６】
コントローラ・スイッチ４２０は、ハブ素子との結線ごとに１つの入力、ポート・スイッ
チ４４０との各直接結線(図２）ごとに１つの入力をそれぞれ有することが好ましい。コ
ントローラ・スイッチ４２０からの出力は所与の用途に必要な、又は利用可能なコントロ
ーラの個数に合わせて設定する。図４に示すように、コントローラ・スイッチは、ハブ素
子４０１と接続する１つの入力４２１、及びコントローラＡと接続する１つの出力４２７
を有する。なお、ここに言う”入力”及び”出力”はいずれも、双方向データ・フローを
扱うことができる結線（一般的には”入／出力”と呼称される）を意味する。
【００１７】
図５は、図４のポート・ルータ４００のポートＤに新しいデバイスを付加した場合を示し
、ここでは、コントローラＡの帯域幅容量が閾値に達する。システムにコントローラＢが
付加され、ポートＤからハブ素子２０１への結線が除去され、直接結線５０２が付加され
ている。ポートＤにデバイスが挿入されると、デバイスが検知され、その容量条件がリポ
ートされる。この容量は、コントローラＡの有効容量よりも大きくなるように計算されて
いる。新しいコントローラＢがシステムに付加されると、ポートＡ，Ｂ及びＣがコントロ
ーラＡと接続する一方、ポートＤがコントローラＢとだけ接続するようにポート・ルータ
１００が再構成される。ポートＤとハブ素子５０１とを結ぶ結線が除去され、ポート・ス
イッチ５４０とコントローラ・スイッチ出力５２０との間に新しい直接結線５０２が形成
される。コントローラ・スイッチ出力５２８からコントローラＢへの結線が形成される。
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ポートＤ及び新しいデバイスとの間のデータ・フローはすべて、ポート・スイッチ出力５
４９からコントローラ・スイッチ入力５２２へのこの新しい結線を流れる。ポートＡ，Ｂ
及びＣからのデータ・フローはすべて、ポート・スイッチ出力５４５，５４６及び５４７
からハブ素子５０１への同じルートをたどる。この構成では、ポートＡ，Ｂ及びＣからの
データ・フローが組み合わされ、コントローラ・スイッチ入力５２１へ供給される。
【００１８】
動作時には、いくつかのポート入力が所要のコントローラと接続しているデフォルト状態
から、ポート・スイッチ４００がスタートすることが好ましい。図４の実施例の場合、シ
ステムは４つのポート、ポートＡ及びＢと接続する２つのデバイス、１つのハブ素子４０
１、及び１つのコントローラＡを備えたデフォルト状態にある。好ましくはポート・ルー
タ４００中に存在する１組の(図示しない）ハードウェア・レジスターを介して、システ
ム中で動作するソフトウェアがポート・ルータ４００に問合わせ、デフォルト・トポロジ
ーを発見することができる。システムのソフトウェアはハードウェア・レジスターの値を
プログラムすることによって、ポート及びコントローラ間の信号ルートを変更することが
できる。動作中に事象が起こる。この事象としては、例えば、新しいデバイスの除去又は
ポートへの挿入が考えられる。この事象がソフトウェアをトリガーすることによって、こ
の新しいデバイスの条件を検討する。これらの条件には、デバイスのデータ容量条件（帯
域幅及び待ち時間）やそのデータ・スタイル（非同期的、等時的、バースト、流れ）など
が含まれる。新しい条件が、既に実装されているデバイスから課せられる一連の条件と組
合わされ、ポートをルーティングするための新しい、好ましくは最適化されたトポロジー
が計算される。好ましくは、システムのソフトウェアがＩＯの動作を中断させ、ポートと
ＩＯコントローラとの間を再ルーティングさせる。次いで、システムのソフトウェアがＩ
Ｏの動作を再開させ、最適化されたルーティングが、新しい事象が起こるまで、新しいル
ーティングとなる。
【００１９】
他の実施例では、ポート・ルータ４００が、システム・ソフトウェアの干渉を必要とする
ことなく、ルーティング及び再ルーティングが内部的に行われることを可能にする組込ソ
フトウェアを含むことが好ましい。これにより、自己モニターが可能になり、ポート・ル
ータ４００を通過するデータ・フローに基づく動的な負荷平衡が可能になる。
【００２０】
図２に示す本発明の他の実施例では、システム・バス・インタフェースとしての周辺部品
相互接続（ＰＣＩ）バス２２０、プログラム可能リスト・プロセッサ２１０、ポート・ル
ータ２３０、データ・マックス２５０、及び複数のＦＩＦＯ(先入れ先出し）データ・バ
ッファー２６０を有する、ＩＯコントローラとして利用される集積回路（ＩＣ）デバイス
２００を設ける。また、ポート・ルータ２３０に１つ又は２つ以上のインタフェース・ポ
ート２４０を接続することが好ましい。素子のそれぞれが機能的に接続されることにより
、データ信号及び制御信号が素子間で伝送されるようにすることが好ましい。
【００２１】
インタフェースから受信されるデータは、好ましくはポート２４０及びポート・ルータ２
３０を経て、特定のＦＩＦＯ２６０に向けられることが好ましい。データ・エレメントが
ＦＩＦＯ２６０に受信されると、リスト・プロセッサ２１０がこれを検討し、その配置を
確認することが好ましい。データ・エレメントに対する作用は、インタフェースに対する
プロトコル・ルール次第であり、例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ，ＵＳＢ，ＩＥＥＥ－１３９
４等では、それぞれ異なる作用となる。リスト・プロセッサ２１０に組込まれている制御
ソフトウェアが所要の構成を決定することが好ましい。リスト・プロセッサ２１０は、例
えば、下記のように作用することが好ましい。すなわち、データ・エレメントをシステム
・メモリへ伝送し、未完のトランザクションを完了させ、エラーをシステムへ伝送させ、
エラーをインタフェースへ伝送させ、インタフェースへ伝送すべきデータを作成する。Ｐ
ＣＩバス２２０を介してシステム・メモリとの間で伝送されるデータはすべて、好ましく
はデータ・マックス２５０素子を通過する。システム・メモリからインタフェースへデー
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タ・エレメントを伝送したい場合、ＰＣＩバス２２０を介して受信し、データ・マックス
２５０を通過させ、該当のＦＩＦＯ２６０に入力させることが好ましい。システム・メモ
リからのデータ取出しを開始させたリスト・プロセッサは、インタフェースへ伝送される
ように準備し、データ伝送が可能な状態にあるかどうか、インタフェースの状態をモニタ
ーすることが好ましい。もしインタフェースが応答しないか、又は作動不能なら、リスト
・プロセッサ２１０は下記のように作用することが好ましい。すなわち、後で再伝送する
ためデータを保管、システムへエラーをリポート、等である。
【００２２】
リスト・プロセッサ素子２１０は、ポートとシステム・バスの間のデータ・フローを制御
する機能を有するマイクロプロセッサやマイクロコントローラのような、汎用コンピュー
ト・エンジンの特性の多くを有することが好ましい。リスト・プロセッサ素子２１０は、
好ましくはＲＯＭに固定されているか、より好ましくはダウンロードされているソフトウ
ェアを実行する。ソフトウェアは、好ましくはインタフェースに関するプロトコルの定義
、典型的には、工業規格に従って書き込まれる。プライベート・インタフェース規格に基
づくソフトウェアを使用することもできることが好ましい。例えば、プロトコルによる規
定上、システムがデータ・エレメントを送信し、データが正しく受信されたとの確認を受
信しなければならない場合、リスト・プロセッサ素子は、確認の受信を想定し、確認が受
信されない場合には、再送信を開始するか、又はシステムへエラーを送信するソフトウェ
ア制御構造を有する。具体的な作用内容は、プロトコル定義のルール次第である。
【００２３】
システム・バス１２０は、例えば、ＰＣＩ－Ｘ，Ｉｎｆｉｎｉｂａｎｄ，ＶＭＥバス、Ｈ
ｕｂＬｉｎｋ等のようなマルチマスター・バス構造をも含むことができる。これらオペレ
ーティングシステムに共通の特徴は枚挙段階である。枚挙の段階において、システム・ソ
フトウェアが、システム・バスに存在するハードウェアを問合わせ、ハードウェアの特徴
を記述するデータを作成する。本発明と併用されるオペレーティングシステムは、必要な
ら再枚挙できることが好ましい。
【００２４】
本発明は、枚挙の段階においてリポートされるデフォルト構成を有する。好ましいデフォ
ルト状態において、リスト・プロセッサ１１０は、単一のリストを処理するようにプログ
ラムされ、オペレーティングシステムに対して単一のＩＯコントローラをリポートするよ
うに構成されている。また、起動時におけるデフォルト状態が、それまでのパワー・ダウ
ン前から維持されている状態であることが好ましい。
【００２５】
動作中、リスト・プロセッサ１１０は好ましくは、オペレーティングシステムの指令を翻
訳し、実行するように機能する。オペレーティングシステムが理解し、あたかも複数の個
別ＩＯコントローラ・ハードウェアが存在するかのように作用できるように、仮想コント
ローラを形成することができる。
ＩＯコントローラのハードウェア記述を修正し、オペレーティングシステムがＩＯコント
ローラの再枚挙することをリクエストすることにより、１つ又は２つ以上の新しい仮想Ｉ
Ｏコントローラを形成又は抹消することができる。新しいＩＯコントローラの動的形成は
、実際の限界（即ち、システム・バス帯域幅、ＩＯコントローラ数の限界等）に達するま
で何度でも行うことができる。
【００２６】
図３のフロー・ダイヤグラムに示す本発明の方法の一実施例では、現時点のＩＯコントロ
ーラ構成を変更する決定がなされる。この決定はオペレーティングシステム又はＩＯコン
トローラ内の（図示しない）モニタリング素子によって行うことができる。現時点のＩＯ
コントローラ構成を変更する決定は、例えば、ＩＯコントローラを通過するデータ・フロ
ーの増減などのような１つ又は２つ以上の所定条件の存在に基づいて行うことが好ましい
。
【００２７】
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この決定は、例えば、下記判定基準に基づいて行うことが好ましい。周辺デバイスの総帯
域幅条件、特定周辺デバイスの帯域幅条件、特定周辺デバイスの待ち時間条件、競合周辺
デバイスの存在、周辺デバイスのトポロジー、周辺デバイスの付加又は除去、既存周辺デ
バイス帯域幅条件の増減、既存周辺デバイス待ち時間条件の増減、等。
【００２８】
次いで、ＩＯコントローラの動作を一時的に中断させることが好ましい。ＩＯコントロー
ラに組込まれているデバイスの作用を中断（又は、スリープへの移行）させることにより
、データ・フローを止める。次いで、リスト・プロセッサ１１０を、システムに付加され
た仮想コントローラのそれぞれについて、１つ又は２つ以上の記述子リストを処理できる
ようにプログラムすることが好ましい。それまで演算中であった記述子リストは手つかず
のままであり、演算が再開されると、新しい記述子リストと一緒に処理される。ＩＯコン
トローラの構成は、１つ又は２つ以上の仮想コントローラの付加又は抹消を反映するよう
に変更される。好ましくは、ＩＯコントローラと接続しているデバイスを、効率のよいデ
ータ・パスを提供して、ＩＯコントローラを通過するデータ・フローを最適化又は改善す
る所要の構成となるように再ルーティングする。この再ルーティングは、典型的な方法と
して、データ・フローを１つ又は２つ以上のＩＯコントローラ間に分割することによって
行われる。
【００２９】
再構成が完了すると、ＩＯコントローラを再枚挙するようオペレーティングシステムに対
して、リクエストが行われる。仮想コントローラが検知され、どのコントローラにどのデ
バイスを接続すべきかをオペレーティングシステムが問合わせる。記述子リストが作成さ
れ、リスト・プロセッサ１１０が各記述子リストの処理を開始する。次いで、デバイスは
動作を再開することができる。典型的には、オペレーティングシステムによってデバイス
が再枚挙される。
【００３０】
リスト・プロセッサ１１０の特徴として、多重記述子リストを同時的に処理できる、いわ
ゆるマルチ・スレッド性が挙げられる。リスト・プロセッサ１１０が同時的に実行できる
代表的な動作としては、下記の動作が挙げられる。システム・メモリーからの取出し、キ
ャッシング（又は、システム・メモリーへのアクセス回数を減らさねばならなくなる前に
、記述子を取出すこと）、記述子のバリデーション、データ伝送用ＩＯハードウェアの準
備、データ・フロー・プロトコル・エレメントの構成、システム・メモリーとの間のデー
タ取出し又は供給、除外すべきデータ・フローのモニタリング、完成すべきデータ・フロ
ーのモニタリング、記述子の終了、エラーの処理及び一掃、及びオペレーティングシステ
ムへの結果リポート。
【００３１】
したがって、本発明の一実施例による、コンピュータ・システムにおいてＩＯコントロー
ラを通過するデータ・フローを制御する方法は、ＩＯコントローラに必要な構成を決定し
、１つ又は２つ以上の記述子リストを処理できるようにＩＯコントローラを再プログラム
し、１つ又は２つ以上の仮想コントローラの付加又は抹消を反映するようにＩＯコントロ
ーラの構成を変更し、ＩＯコントローラを再枚挙し、ＩＯコントローラ及び仮想コントロ
ーラのそれぞれについて、１つの記述子リストを処理するステップから成る。枚挙の過程
において、１つ又は２つ以上の仮想コントローラを発見し、起動し、そして、ＩＯコント
ローラによって支持され、且つインタフェース仕様によって定められた全帯域幅を提供す
ることが好ましい。
【００３２】
ＩＯコントローラの構成を変更する際には、１つ又は２つ以上の仮想コントローラの存在
を示唆する１つ又は２つ以上の新しい構成記述子を作成することが好ましい。インタフェ
ース・ポートからの結線を、効率的なデータ・フローを可能にする所要のルーティング構
成となるように、再ルーティングすることが好ましい。ＩＯコントローラに必要な構成の
決定と、ＩＯコントローラの構成変更はコンピュータ・システム中のドライバー、又はＩ
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ントローラの所要構成を決定する際には、ＩＯコントローラの既存構成を、既存の条件に
基づいて変更すべきかどうかを判断し、既存条件に基づいてＩＯコントローラの最適化構
成を決定することが好ましい。
【００３３】
本発明の他の実施例による、コンピュータ・システムにおいてＩＯコントローラを通過す
るデータ・フローを制御する方法は、１つ又は２つ以上の所定条件が存在すると、再構成
モードに入り、ＩＯコントローラの所要構成を決定し、１つ又は２つ以上の記述子リスト
を処理できるようにＩＯコントローラを再プログラムし、１つ又は２つ以上の仮想コント
ローラの付加又は抹消を反映するようにＩＯコントローラの構成を変更し、ＩＯコントロ
ーラを再枚挙し、各ＩＯコントローラ及び１つ又は２つ以上の仮想コントローラごとに１
つの記述子リストを処理するステップから成る。再構成モードに入る際には、コンピュー
タ・システムと接続しているデバイスの動作を中断させることが好ましい。所定条件には
、ＩＯコントローラを通過するデータ・フローの増減が含まれることが好ましい。
【００３４】
第２の態様においては、本発明は、システム・バス・インタフェース、プログラム可能リ
スト・プロセッサ及びポート・ルータから成る、ＩＯコントローラとして利用される集積
回路デバイスに係る。システム・バス・インタフェース、プログラム可能リスト・プロセ
ッサ及びポート・ルータは機能的に接続されることが好ましい。集積回路デバイスは、１
つ又は２つ以上の仮想コントローラを付加又は抹消するため再構成でき、仮想コントロー
ラが、集積回路デバイスによって支持される、実質的な全帯域幅を提供することが好まし
い。
【００３５】
添付図面に沿って本発明の実施例を以上に説明したが、本発明はこれら実施例に制限され
るものではなく、当業者なら、本発明の思想と範囲を逸脱することなく、多様な変更を加
えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態のブロック・ダイヤグラムである。
【図２】　本発明の他の実施形態のブロック・ダイヤグラムである。
【図３】　本発明の方法の一実施形態を説明するフロー・ダイヤグラムである。
【図４】　本発明と併用できるポート・ルータの一実施形態を示すブロック・ダイヤグラ
ムである。
【図５】　本発明と併用できるポート・ルータの他の実施形態を示すブロック・ダイヤグ
ラムである。
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